様式第４号

売　買　契　約　書

１　物品の品名等

	品　　名
	規格品質
	単位
	数量
	単　価
	金　額
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２　契約金額
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	円


うち取引に係る消費税　
及び地方消費税の額　
３　契約保証金　　　免　　　除
４　納入場所　　特別養護老人ホーム　和風園
５　納入期限     平成　　年　　月　　日
  なごみなの里地域福祉サービスセンター（以下「甲」という。）と
（以下「乙」という。）とは，上記物品の売買について，別記の条項により，契約を締結する。
  この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持する。
    　　平成　　年　　　月　　　日
             　　        甲　　黒川郡大和町小野字前沢１

なごみなの里地域福祉サービスセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター長　野　口　泰　宏
　             　　       乙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　

　（総則）
第１条　物品の品名等，契約金額，契約保証金，納入場所及び納入期限は，頭書の記載のとおりとする。
　（納入及び検査）
第２条  乙は，物品を納入しようとするときは，その旨を甲に通知しなければならない。
２　甲は，前項の通知を受けた日から起算して10日以内に乙の立会いの下，検査を行い，検査に合格したものについては，その引渡しを受けるものとする。
３　乙は，前項の検査に合格しないものについては，速やかにこれを取り替え，又は補修を行った後，再度検査を受けなければならない。この場合においては，前項の規定を準用する。
４　甲は，必要があると認めたときは，物品の納入の前に検査することができる。
　（売買代金の支払）
第３条　乙は，前条の検査に合格した後でなければ，売買代金の支払を請求することができない。
２　乙は，甲に対し書面により売買代金を請求するものとする。
３　甲は，前項の請求書を受理した日から30日以内に，乙に売買代金を支払うものとする。
　（違約金）
第４条　甲は，乙が納入期限までに物品を納入しないときは，その遅延日数に応じ，年3.1％の割合で計算した違約金を徴収するものとする。
　（契約の変更及び中止等）
第５条　甲は，必要があると認めたときは，契約の内容を変更し，又は物品の納入を一時中止し，若しくはこれを打ち切ることができる。この場合において，契約金額又は納入期限等に変更の必要があると認めたときは，甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
  （契約の解除）

第６条　甲は，次の各号のいずれかに該当するときは，契約を解除することができる。
  (1)  納入された物品が頭書の規格又は品質と相違すると認められたとき。
  (2)  乙が物品を納入期限内に指定の場所へその数量を納入しないとき，又は納入する見込みがないとき。
  (3)  乙が，この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に該　　　当すると認められたとき。
  (4)  前３号に掲げるもののほか，甲が必要があると認めたとき。
２　乙は，次の各号のいずれかに該当するときは，契約を解除することができる。
  (1)  契約内容の変更により契約金額が３分の２以上減少するとき。
  (2)  甲が契約に違反し，その違反により契約の目的を達成することができないとき。
３　前２項の規定により契約が解除された場合における既に納入された部分の取扱いについては，甲乙協議して定め　るものとする。
　（損害賠償）
第７条　乙は，自己の責めによる契約解除に伴い甲に損害が生じたときは，その損害を賠償するものとする。
２　甲は，自己の責めによる契約解除に伴い乙に損害が生じたときは，その損害を賠償するものとする。
　（危険負担）
第８条　第２条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）の引渡しの前に生じた物品についての損害は，　乙の負担とする。ただし，甲の責めに帰すべき理由による場合は，甲の負担とする。
　（かし担保）
第９条　乙は，甲に物品を引き渡した後，その物品に隠れたかし又は甲が指定する内容に適合しないものが発見され　たときは，無償で取り替え，又は補修するものとする。
　（公正入札違約金）
第10条　乙は，この契約の入札に関し，公正な価格を害し，又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占　の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に抵触する行為その他の不正の行為を行ったこ　とが明らかとなったときは，甲の請求に基づき，契約金額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を甲に支払　わなければならない。物品が納入された後も同様とする。
　（権利義務の譲渡等）
第11条　乙は，この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あら　かじめ甲の承諾を得た場合は，この限りでない。
２　乙は，前項ただし書の規定による場合のほか，売掛債権担保融資制度の利用に当たり，債権担保を目的として，　信用保証協会法（昭和28年法律第196号）に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政　令第350号）第１条の２の規定する金融機関に対し売掛債権を譲渡（根保証によるものを除く。）することができ　る。
３　前項の規定に基づいて乙が売掛債権の譲渡を行ったときは，甲の対価の支払による弁済の効力は，甲が，財務規則（昭和39年宮城県規則第７号）第50条第１項の規定により，出納執行者に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
　（不当介入に対する措置）
第12条　乙は，この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又　は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること｡
２　前項の規定に基づいて乙が警察への通報，捜査協力及び発注者への報告を適切に行った場合で，これにより，履　行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは，甲は必要に応じて，履行期間の延長等の措置を講じるもの　とする。
　（契約外の事項）
第13条　この契約に関し，疑義又は定めのない事項が生じたときは，その都度甲乙協議して定めるものとする。
